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が実施されます。これは事前に研修を受けたボラ
ンティアの建築士等が主として調査をするもので、
その建物内に立ち入ることが安全か否という面か
ら住宅を見るという調査です。三つ目の調査は、
保険会社が実施する支払保険金額を査定するため
の調査です。地震発生直後に、同じ建物に対して
それぞれ異なる目的で、時を前後して三つの調査
が行われることになります。このような調査が実施
されることを知っている人などほとんどいません。
「入れ替わり立ち替わり、いろんな制服を着た人が
調査に来ているけれども、いったいこれは何なん
だ」とたくさんの問い合わせが市役所や区役所に
入るわけです。

　応急危険度判定調査は、その建物に立ち入って
も安全かどうかという観点から見ています。自分の
家は被害がなくても、隣の家が倒れかかってきそ

うな場合は、建物に近づくことが危ないので、立
ち入りは要注意ということで「危険」の赤紙が貼ら
れますが、市役所から出される罹災証明書では無
被害と記載されています。しかし被災者にこの二つ
の調査の違いと結果を正確に理解してもらおうこ
とは極めて困難で、大混乱が生じることになります。
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　自宅が全壊をして、住宅を建て直さなければい
けなくなってしまったかたには、被災者生活再建支
援金が最大で300万円支給されます。この他にも、
災害救助法の制度の中で受け取れる支援に、住宅
の応急修理制度というのもあります。この制度は、
仮設住宅に入居しないことを条件に、とりあえず
雨露がしのげる程度に住宅を修理するための資金
が支払われるもので、両方合わせると350万円程
度が国からの公的な支援金として使えます。もちろ
んこれは被災者にとり大変ありがたいことですが、
実際に住宅を建て替えるには、何千万円もの資金
が必要です。さらに二重ローンを抱えているかたも
いますので、公的な支援金をもらったから、即住
宅再建ができるというわけでは決してありません。
　災害発生時にはマスコミ報道などで「公的な支
援金がもらえないから、被災者の生活再建はでき
ないんだ」と必ず言われますが、これは話が逆だと
思います。自助努力で住宅再建に取り組もうという
意志を持った人にとっては、公的な支援はとても大き
な後押しになります。しかし、それはあくまでも自助
努力をバックアップする後押しにすぎません。
　一方、公的支援金よりもはるかに多額の資金源
となるのが地震保険です。阪神・淡路大震災時に
は、1件あたり平均すると約 800万円の保険金が
支払われました。また筆者の知り合いは、東日本
大震災で自宅が被災し、約 450 万円の地震保険
金が支払われたのですが、役所の罹災証明所の
判定は一部損壊です。地震保険に加入していたこ
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とが、住宅再建の自己資金調達に極めて大きな役
割を果たしています。
　また都市部では一戸建て住宅より集合住宅（マ
ンション）居住者の割合が多いことも住宅再建の
問題を難しくします。マンションでは所有者の一定
以上が合意しなければ、マンションを建て替える
のか補修するのか等の再建方針を決めることがで
きません。
　災害発生時にわたくしたちが直面する住宅再建
に関わるさまざまな問題は、ふだんほとんどクロー
ズアップされることはなく、また、一般の市民のか
たたちが知る機会もないのが現状です。予備知識

が全くない状態で、突然被災者となり、罹災証明
書の程度によって、受け取れる支援金の額が左右
されるとなると、その金額の多い少ないで被災者
の不満や混乱は増大してしまいます。
　被災者にとって長い時間を要する住宅再建の
フェーズに焦点をあて、いざというときにさまざまな
制度を正しく理解し、自らの住宅再建にそれらを
上手に活用するような知恵を、災害が起きる前にき
ちんと教育していくことが、被災地の円滑な復興
と早期の生活再建に極めて重要なことではないで
しょうか。


